
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

３２１ 精巣腫瘍の疑いに対するα-フェトプロテイン（ＡＦＰ）の算定につ

いて 

 

《令和６年１０月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

精巣腫瘍の疑いに対するＤ009「２」α-フェトプロテイン（ＡＦＰ）の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

精巣腫瘍においては、必ずしもＡＦＰの値が上昇するとは限らないが、最初

の鑑別診断（ファーストステップ）としての有用性は認められる。 

以上のことから、精巣腫瘍の疑いに対するＤ009「２」α-フェトプロテイン

（ＡＦＰ）の算定は、原則として認められると判断した。 
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